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地域医療構想の実現

図表１ 地域医療構想と病床数の推移
～2025年の必要量と比べて、相当の開き～

（備考）厚生労働省・地域医療構想に関するワーキング
グループ（2019年５月１６日）資料等により作成。

 機能別病床数の見込みは地域医療構想における2025年の病床の必要量と比べて大きな開き。
 公立病院等の具体的対応方針の内容が民間医療機関では担えない機能に重点化され、2025年において達成すべき医療機

能の再編等の適正化に沿ったものとなるよう、適切な基準を新たに設定した上で、期限を区切って見直しを求めるべき。
 民間病院も病床数の削減・再編に向けた具体的な道筋を明らかにすべき。

公立病院、公的医療機関等の具体的対応方針の集計

全医療機関

【全医療機関における課題】

2025年の病床の必要量と比べると、
・全体の病床数は2.7万床過剰
・急性期から回復期への転換が進んで
いない。

【公立病院等における課題】

・2025年の病床数の見込みはほぼ横
ばいとなっており、全医療機関の
2025年の必要量▲４％減と開き。

・急性期は▲２～３％程度の減にとど
まっており、全医療機関の2025年の
必要量▲18～▲30％程度と大きな
開き。
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【残高総額 】

医療分：1,205億円

介護分：1,958億円
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地域医療介護総合確保基金のPDCAサイクル構築

 地域医療介護総合確保基金の執行が十分に進んでおらず、成果も明らかでない。国が主導する実効的なPDCAサイクルを
構築するとともに、成果等の検証を踏まえ、必要な場合には追加的な病床のダウンサイジング支援を講ずるべき。

図表２ 各都道府県の地域医療介護総合確保基金の残高（2017年度末）
～国が主導する実効的なPDCAサイクルを構築すべき～

（備考） 厚生労働省「平成30年度地方公共団体等保有基金執行状況表」により作成。
医療分は「地域医療介護総合確保基金(医療分)」。介護分は「地域医療介護総合確保基金（医療介護提供体制改革推進交付金）」、
「地域医療介護総合確保基金（地域介護対策支援臨時特例交付金）」の合計。

（単位：億円）
（年度） 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2017年度までの累計
医療分 904 904 904 904 934 1,034 3,616
介護分 2,285 724 724 724 824 3,733

（参考１）地域医療介護総合確保基金の予算 （参考２）地域医療介護総合確保基金の対象事業

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
２ 居宅等における医療の提供に関する事業
３ 介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等）
４ 医療従事者の確保に関する事業
５ 介護従事者の確保に関する事業
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国保の法定外繰入等の解消、先進・優良事例の全国展開

図表４ 都道府県別・市町村国保の保険料水準の変化
～一部の県は保険料水準の域内格差を是正～

 国保の都道府県化を契機として、改革工程表に沿って国保の法定外繰入等の早期解消を促すとともに、国保の都道府県内の
保険料水準の統一、収納率の向上など受益と負担の見える化に取り組む先進・優良事例を全国展開すべき。

（備考）厚生労働省「市町村国民健康保険における保険料の地域差分析」により作成。
赤で囲った道府県は2024年度での保険料水準の統一、青で囲った県は2024年度以降での保険料水準
の統一を目指す旨の方針を公表。

図表３ 市町村における一般会計から
国保特会への法定外繰入の推移

～2015年度以降の減少の要因を分析する必要～

（備考）厚生労働省資料により作成。
国保の財政運営を都道府県単位化する国保改革とあわせ、以下の通り、財政
支援の拡充を実施。
・2015年度から毎年1,700億円（低所得者数に応じた自治体への財政支援）
・2018年度からはさらに毎年1,700億円を追加（自治体の責めによらない要因へ
の対応、保険者努力支援制度等）し、毎年3,400億円
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次世代型行政サービス、インセンティブ改革の推進

図表６ 一人当たり医療費（国保）の地域差の変化
～1,000億円規模の保険者努力支援制度（2018年度～）の効果検証が必要～

 2020年度の本格稼働を目指す全国保健医療情報ネットワークについて、期限を定め、レセプトに基づく薬剤情報や特
定健診情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みを構築すべき。

 インセンティブが十分に機能しているか、第三期医療費適正化計画で見込まれた一人当たり医療費の地域差縮減効
果が発揮されているかについて、効果検証に基づき、経済財政諮問会議で必要な対応を検討すべき。

（備考）厚生労働省「医療費の地域差分析の基礎データ」により作成。医療費は入院と入院外＋調剤の合計。
2017年度は電算処理分のみを集計した速報値。特別調整交付金を活用し、2016年度に150億円、2017年度に250億
円のインセンティブを実施。2018年度以降、1,000億円規模の保険者努力支援制度によるインセンティブを実施。

取組 適正化効果額

特定健診実施率70％、特定保健指導45％の目標達成 ▲約200億円

後発医薬品の使用割合の目標達成（70％→80％） ▲約4,000億円

糖尿病の重症化予防により 40歳以上の糖尿病の者の１人当たり医療費の平均との差が半分になった場合 ▲約800億円

重複投薬と多剤投与の適正化により投与されている者が半分になった場合 ▲約600億円

（参考）第三期医療費適正化計画（2018～2023年度）における外来医療費適正化効果（2023年度時点）（注）

図表５ 全国保健医療情報ネットワークに
関する課題

（備考）経済・財政一体改革推進委員会・社会保障ワーキンググループ
（2019年５月23日）厚生労働省資料等により作成。

（注）入院医療費は、都道府県の医療計
画（地域医療構想）に基づく病床機能の
分化・連携の推進の成果を反映。
（備考）医療・介護情報の活用による改
革の推進に関する専門調査会第２次報
告（2017年１月12日）により作成。

費用
初期コスト・運営コスト等の低コスト化の
必要性

必要性

ネットワーク参加者・患者双方へのメリット
のあるサービスの提供
※無駄な投薬の減少につながる薬剤情報等
の有用性が指摘

技術
電子カルテを含む医療情報システムの標
準化

財源等 財源や運営主体については今後、具体化
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健康寿命の指標の見直し、見える化の徹底・拡大

 健康寿命の主観的指標は健康度に関する客観的な指標と必ずしも相関しておらず、地域別の比較や先進・優良事例の把握、
実効的なＰＤＣＡサイクルの構築も困難。各地域の取組の参考となるよう、客観的な指標に基づき、施策を推進すべき。

 糖尿病の重症化予防に関する地域別の成果をより分かりやすく見える化する観点から、都道府県別の透析医療費だ
けでなく、糖尿病性腎症による年間新規透析患者数や糖尿病有病者数などのデータを見える化すべき。

図表８ 人工透析の提供状況の地域差（2017年度診療分）
～レセプトの出現比は最大で３倍を超える差～

（備考）経済・財政一体改革推進委員会・藤森委員資料により作成。
SCR（Standardized Claim data Ratio）とは、各都道府県の年齢構成の違いを調整し、レセ
プトの出現比（SCR）として指数化したもの（全国平均と同じ診療回数が行われた場合には
指数が100となる）。
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図表７ 都道府県別・健康寿命の比較
～主観的指標と客観的指標は必ずしも相関していない～

（備考） 厚生労働省・厚生労働科学研究「健康寿命の全国推移の算定・評価に関する研
究（全国と都道府県の推移）（平成29年度分担研究報告書）」により作成。熊本県について
は、熊本地震により国民生活基礎調査が未実施のため、主観的指標に含まれていない。

＜健康寿命に関する指標＞

○主観的指標
３年に１度実施される国民生活基礎調査の「あなたは現在、健康上の
問題で日常生活に何か影響がありますか」の問いに対し、「ある」と回
答したものを不健康な状態と定義し、算出。

○客観的指標
介護保険の要介護度２～５を不健康な状態と定義し、算出。
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